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本号で公布された条例のあらまし 

◇職員の給与に関する条例等の一部改正（栃木県条例第45号） 

職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をすることとしました。 

１ 主な改正点 

 ⑴ 給料表の改定 

   給料表の引上げ改定を行うこととしました。 

 ⑵ 諸手当の改定 

  ア 初任給調整手当 

    医師及び歯科医師に係る支給月額の限度額を417,600円（現行416,600円）に改定することとしまし

た。 

  イ 通勤手当 

自動車等使用に係る手当額を引き上げるとともに、令和８（2026）年度以降の手当額について限度額

を定めた上で人事委員会規則に委任する等の改正を行うこととしました。 

  ウ 特地勤務手当に準ずる手当 

採用に伴い特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を満たした職員にも支給することとしました。 

  エ 宿日直手当 

    勤務１回当たりの支給額の限度額を7,700円（現行7,400円）に改定することとしました。 

  オ 期末手当 

職員の期末手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の127.5（現行100分の125）

に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の126.25に改定すること

としました。 

知事等の期末手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の177.5（現行100分の

172.5）に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の175に改定する

こととしました。 

  カ 勤勉手当 

職員の勤勉手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の107.5（現行100分の105）

に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の106.25に改定すること

としました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、通勤手当に係る規定の一部は令和８

（2026）年１月１日から、令和８（2026）年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る規定並びに通勤手当に

係る規定の一部は同年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 令和７（2025）年度の給料表の給料月額、初任給調整手当、特地勤務手当に準ずる手当及び宿日直手当

に係る規定並びに通勤手当に係る規定の一部は令和７（2025）年４月１日から、令和７（2025）年12月期

の期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月１日から適用することとしました。 

 ⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑷ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例について、所要の規定の整備をすることとしまし

た。 

◇栃木県公立学校職員給与条例の一部改正（栃木県条例第46号） 

 公立学校職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をすることとしました。 

１ 主な改正点 

 ⑴ 教育職給料表の改定 

   教育職給料表の引上げ改定を行うこととしました。 

 ⑵ 宿日直手当の改定 

   勤務１回当たりの支給額の限度額を7,700円（現行7,400円）に改定することとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 令和７（2025）年度の教育職給料表の給料月額及び宿日直手当に係る規定は、令和７（2025）年４月１

日から適用することとしました。 
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◇職員の給与に関する条例等の一部改正（栃木県条例第45号） 

職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をすることとしました。 

１ 主な改正点 

 ⑴ 給料表の改定 

   給料表の引上げ改定を行うこととしました。 

 ⑵ 諸手当の改定 

  ア 初任給調整手当 

    医師及び歯科医師に係る支給月額の限度額を417,600円（現行416,600円）に改定することとしまし
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を定めた上で人事委員会規則に委任する等の改正を行うこととしました。 

  ウ 特地勤務手当に準ずる手当 

採用に伴い特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を満たした職員にも支給することとしました。 

  エ 宿日直手当 

    勤務１回当たりの支給額の限度額を7,700円（現行7,400円）に改定することとしました。 

  オ 期末手当 

職員の期末手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の127.5（現行100分の125）

に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の126.25に改定すること

としました。 

知事等の期末手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の177.5（現行100分の

172.5）に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の175に改定する

こととしました。 

  カ 勤勉手当 

職員の勤勉手当について、令和７（2025）年12月期の支給割合を100分の107.5（現行100分の105）

に、令和８（2026）年度以降の６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の106.25に改定すること

としました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、通勤手当に係る規定の一部は令和８

（2026）年１月１日から、令和８（2026）年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る規定並びに通勤手当に

係る規定の一部は同年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 令和７（2025）年度の給料表の給料月額、初任給調整手当、特地勤務手当に準ずる手当及び宿日直手当

に係る規定並びに通勤手当に係る規定の一部は令和７（2025）年４月１日から、令和７（2025）年12月期

の期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月１日から適用することとしました。 

 ⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑷ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例について、所要の規定の整備をすることとしまし

た。 

◇栃木県公立学校職員給与条例の一部改正（栃木県条例第46号） 

 公立学校職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をすることとしました。 

１ 主な改正点 

 ⑴ 教育職給料表の改定 

   教育職給料表の引上げ改定を行うこととしました。 

 ⑵ 宿日直手当の改定 

   勤務１回当たりの支給額の限度額を7,700円（現行7,400円）に改定することとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 令和７（2025）年度の教育職給料表の給料月額及び宿日直手当に係る規定は、令和７（2025）年４月１

日から適用することとしました。 
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 ⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑷ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例について、所要の規定の整備をすることとしまし

た。 
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1
6
,
6
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
9
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
2
,
8
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
5
,
9
0
0
円

 

あ
っ

た
者

か
ら

引
き

続
き

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

と
な

っ
た

者
又

は
前

項
に

規
定

す
る

異
動

等
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
が

あ
っ

た
者

が
、

第
1
1
条

の
２

第
２

項
第

１
号

の
１

級
地

に
係

る
地

域
及

び
事

務
所

以
外

の

地
域

又
は

事
務

所
に

在
勤

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
任

用
の

事
情

、
当

該
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

の
前

日
に

お
け

る
勤

務
地

等
を

考
慮

し
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

職
員

に
は

、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
同

項
の

規
定

に
準

じ
て

、
地

域
手

当
を

支
給

す
る

。
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

7
,
1
0
0
円

 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
0
,
0
0
0
円

 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
2
,
9
0
0
円

 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
5
,
8
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
8
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
1
,
6
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
4
,
4
0
0
円

 

条
例
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あ
っ

た
者

か
ら

引
き

続
き

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

と
な

っ
た

者
又

は
前

項
に

規
定

す
る

異
動

等
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
が

あ
っ

た
者

が
、

第
1
1
条

の
２

第
２

項
第

１
号

の
１

級
地

に
係

る
地

域
及

び
事

務
所

以
外

の

地
域

又
は

事
務

所
に

在
勤

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
任

用
の

事
情

、
当

該
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

の
前

日
に

お
け

る
勤

務
地

等
を

考
慮

し
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

職
員

に
は

、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
同

項
の

規
定

に
準

じ
て

、
地

域
手

当
を

支
給

す
る

。
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

7
,
3
0
0
円

 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
0
,
4
0
0
円

 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
3
,
5
0
0
円

 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
6
,
6
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
9
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
2
,
8
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
5
,
9
0
0
円

 

あ
っ

た
者

か
ら

引
き

続
き

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

と
な

っ
た

者
又

は
前

項
に

規
定

す
る

異
動

等
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
が

あ
っ

た
者

が
、

第
1
1
条

の
２

第
２

項
第

１
号

の
１

級
地

に
係

る
地

域
及

び
事

務
所

以
外

の

地
域

又
は

事
務

所
に

在
勤

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
任

用
の

事
情

、
当

該
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

の
前

日
に

お
け

る
勤

務
地

等
を

考
慮

し
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

職
員

に
は

、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
同

項
の

規
定

に
準

じ
て

、
地

域
手

当
を

支
給

す
る

。
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

7
,
1
0
0
円

 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
0
,
0
0
0
円

 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
2
,
9
0
0
円

 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
5
,
8
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
8
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
1
,
6
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
4
,
4
0
0
円

 

 

 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
1
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
2
,
3
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
5
,
5
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
8
,
7
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

９
 

略
 

 第
1
3
条

の
３

 
略

 

２
 

新
た

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
と

な
っ

て
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転
し

た
職

員
（

任
用

の
事

情
等

を
考

慮
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
職

員
に

限
る

。
）

、
新

た
に

特
地

事
務

所
又

は
準

特
地

事
務

所
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

事
務

所
に

在
勤

す
る

職
員

で
そ

の
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

前
３

年
以

内
に

当
該

事
務

所
に

異
動

し
、

当
該

異
動

に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

も
の

そ
の

他
前

項
の

規
定

に
よ

る
手

当
を

支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

は
、

人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

同
項

の
規

定
に

準
じ

て
、

特
地

勤
務

手
当

に
準

ず
る

手
当

を
支

給
す

る
。

 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

第
1
8
条

 
宿

直
勤

務
又

は
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

7
,
7
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る

額
を

宿
日

直
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

２
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
管

理
又

は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（

第
2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て
「

特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
6
,
2
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
8
,
0
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
8
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
1
,
6
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

９
 

略
 

 第
1
3
条

の
３

 
略

 

２
 

国
家

公
務

員
等

で
あ

っ
た

者
か

ら
引

き
続

き
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
と

な
っ

て
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

職
員

（
任

用
の

事
情

等
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

限
る

。
）

、
新

た
に

特
地

事
務

所
又

は
準

特
地

事
務

所
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

事
務

所
に

在
勤

す
る

職
員

で
そ

の
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

前
３

年
以

内
に

当
該

事
務

所
に

異
動

し
、

当
該

異
動

に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

も
の

そ
の

他
前

項
の

規
定

に
よ

る
手

当
を

支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

は
、

人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

同
項

の
規

定
に

準
じ

て
、

特
地

勤
務

手
当

に
準

ず
る

手
当

を
支

給
す

る
。

 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

第
1
8
条

 
宿

直
勤

務
又

は
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

7
,
4
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る

額
を

宿
日

直
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

２
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
5
a
a
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
管

理
又

は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（

第
2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て
「

特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
5
a
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各



（5）号外第58号栃 木 県 公 報令和７（2025）年12月26日　金曜日

 

 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
1
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
2
,
3
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
5
,
5
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
8
,
7
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

９
 

略
 

 第
1
3
条

の
３

 
略

 

２
 

新
た

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
と

な
っ

て
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転
し

た
職

員
（

任
用

の
事

情
等

を
考

慮
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
職

員
に

限
る

。
）

、
新

た
に

特
地

事
務

所
又

は
準

特
地

事
務

所
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

事
務

所
に

在
勤

す
る

職
員

で
そ

の
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

前
３

年
以

内
に

当
該

事
務

所
に

異
動

し
、

当
該

異
動

に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

も
の

そ
の

他
前

項
の

規
定

に
よ

る
手

当
を

支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

は
、

人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

同
項

の
規

定
に

準
じ

て
、

特
地

勤
務

手
当

に
準

ず
る

手
当

を
支

給
す

る
。

 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

第
1
8
条

 
宿

直
勤

務
又

は
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

7
,
7
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る

額
を

宿
日

直
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

２
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
管

理
又

は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（

第
2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て
「

特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
6
,
2
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
8
,
0
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
8
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
1
,
6
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

９
 

略
 

 第
1
3
条

の
３

 
略

 

２
 

国
家

公
務

員
等

で
あ

っ
た

者
か

ら
引

き
続

き
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
と

な
っ

て
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転
し

た
職

員
（

任
用

の
事

情
等

を
考

慮
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
職

員
に

限
る

。
）

、
新

た
に

特
地

事
務

所
又

は
準

特
地

事
務

所
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

事
務

所
に

在
勤

す
る

職
員

で
そ

の
特

地
事

務
所

又
は

準
特

地
事

務
所

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

前
３

年
以

内
に

当
該

事
務

所
に

異
動

し
、

当
該

異
動

に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

も
の

そ
の

他
前

項
の

規
定

に
よ

る
手

当
を

支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

は
、

人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

同
項

の
規

定
に

準
じ

て
、

特
地

勤
務

手
当

に
準

ず
る

手
当

を
支

給
す

る
。

 

 

（
宿

日
直

手
当

）
 

第
1
8
条

 
宿

直
勤

務
又

は
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

7
,
4
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
任

命
権

者
が

そ
の

勤
務

の
内

容
に

応
じ

て
定

め
る

額
を

宿
日

直
手

当
と

し
て

支
給

す
る

。
 

２
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
5
a
a
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
管

理
又

は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（

第
2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て
「

特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
5
a
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

 

 

 
別

表
第

１
か

ら
別

表
第

４
ま

で
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

別
表

第
１

（
第

５
条

関
係

）
 

行
 

 
 

政
 

 
 

職
 

 
 

給
 

 
 

料
 

 
 

表
 

職
員

の
区

分
 

 
職

あ
務

の
あ

級
 

１
級
 

あ
あ

あ
あ

 

２
級
 

あ
あ

あ
あ

 

３
級
 

あ
あ

あ
あ

 

４
級
 

あ
あ

あ
あ

 

５
級
 

あ
あ

あ
あ

 

６
級
 

あ
あ

あ
あ

 

７
級
 

あ
あ

あ
あ

 

８
級
 

あ
あ

あ
あ

 

９
級
 

あ
あ

あ
あ

 

号
 

給
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

定
年

 
 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 

前
再

 
1
 

 
1
9
5
,
8
0
0
 

2
4
2
,
0
0
0
 

2
7
6
,
3
0
0
 

3
0
9
,
8
0
0
 

3
3
2
,
6
0
0
 

3
6
6
,
8
0
0
 

4
2
0
,
7
0
0
 

4
7
1
,
9
0
0
 

5
2
5
,
3
0
0
 

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
2
.
5
」

と
、

「
1
0
0
分

の

1
0
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
2
.
5
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

略
 

 

（
勤

勉
手

当
）

 

第
2
0
条

の
４

 
略

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

ご
と

の
総

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？

当
該

職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
（

特
定

幹
部

職
員

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
分

の
1
2
7
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年

 

前
再

 

任
用

 
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

基
準

 

給
料

月
額

 

 

 

短
時

間
勤

 

務
職

 

員
 

円
 

2
4
8
,
8
0
0
 

円
 

2
6
9
,
7
0
0
 

円
 

2
7
7
,
3
0
0
 

円
 

2
8
8
,
1
0
0
 

円
 

3
0
5
,
1
0
0
 

円
 

3
4
3
,
6
0
0
 

円
 

3
8
9
,
0
0
0
 

 
 

 
備

考
 

こ
の

表
は

、
病

院
、

診
療

所
、

保
健

所
等

に
勤

務
す

る
保

健
師

、
助

産
師

、
看

護
師

、
准

看
護

師
そ

の
他

の
職

員
に

適
用

す
る

。
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

第
1
1
条

の
４

 
栃

木
県

の
区

域
若

し
く

は
第

1
1
条

の
２

第
１

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
支

給
地

域
等

」
と

い

う
。

）
に

在
勤

す
る

職
員

が
そ

の
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
又

は
こ

れ
ら

の
職

員
の

在
勤

す
る

事
務

所
が

移
転

し
た

場
合

（
こ

れ
ら

の
職

員
が

当
該

異
動

又
は

移
転

の
日

の
前

日
に

在
勤

し
て

い
た

地
域

又
は

事
務

所
に

引
き

続
き

６
箇

月
を

超
え

て
在

勤
し

て
い

た
場

合
そ

の
他

当
該

場
合

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

異
動

若
し

く
は

移
転

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
異

動

等
」

と
い

う
。

）
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
後

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
が

当
該

異
動

等
の

日
の

前
日

に
在

勤
し

て
い

た
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

い
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合
に

は
、

当
該

支
給

割
合

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
前

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
、

又
は

当
該

異
動

等
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

が
支

給
地

域
等

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
異

動
等

の
円

滑
を

図
る

た
め

、
当

該
職

員
に

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

異
動

等
に

係
る

こ
の

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

以
上

の
支

給
割

合
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

期
間

を
除

き
、

前
２

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

３
年

以
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
の

間
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

保
障

期
間

」
と

い
う

。
）

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
に

お
い

て
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
が

異
動

等
後

の
支

給
割

合
（

第
1
1
条

の
２

第
３

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
級

地
の

変
更

等
に

よ

り
、

異
動

等
後

の
支

給
割

合
が

当
該

異
動

等
の

後
に

変
更

さ
れ

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

当
該

変
更

後
の

異
動

等
後

の
支

給
割

合
）

以
下

と
な

る
と

き
は

、
そ

の
以

下
と

第
1
1
条

の
４

 
栃

木
県

の
区

域
若

し
く

は
第

1
1
条

の
２

第
１

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
支

給
地

域
等

」
と

い

う
。

）
に

在
勤

す
る

職
員

が
そ

の
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
又

は
こ

れ
ら

の
職

員
の

在
勤

す
る

事
務

所
が

移
転

し
た

場
合

（
こ

れ
ら

の
職

員
が

当
該

異
動

又
は

移
転

の
日

の
前

日
に

在
勤

し
て

い
た

地
域

又
は

事
務

所
に

引
き

続
き

６
箇

月
を

超
え

て
在

勤
し

て
い

た
場

合
そ

の
他

当
該

場
合

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

異
動

若
し

く
は

移
転

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
異

動

等
」

と
い

う
。

）
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
後

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
が

当
該

異
動

等
の

日
の

前
日

に
在

勤
し

て
い

た
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

い
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合
に

は
、

当
該

支
給

割
合

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
前

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
、

又
は

当
該

異
動

等
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

が
支

給
地

域
等

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
異

動
等

の
円

滑
を

図
る

た
め

、
当

該
職

員
に

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

異
動

等
に

係
る

こ
の

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

以
上

の
支

給
割

合
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

期
間

を
除

き
、

前
２

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

３
年

以
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
の

間
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

保
障

期
間

」
と

い
う

。
）

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
に

お
い

て
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
が

異
動

等
後

の
支

給
割

合
（

第
1
1
条

の
２

第
３

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
級

地
の

変
更

 
に

よ

り
、

異
動

等
後

の
支

給
割

合
が

当
該

異
動

等
の

後
に

変
更

さ
れ

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

当
該

変
更

後
の

異
動

等
後

の
支

給
割

合
）

以
下

と
な

る
と

き
は

、
そ

の
以

下
と
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短
時

間
勤

 

務
職

 

員
 

円
 

2
4
8
,
8
0
0
 

円
 

2
6
9
,
7
0
0
 

円
 

2
7
7
,
3
0
0
 

円
 

2
8
8
,
1
0
0
 

円
 

3
0
5
,
1
0
0
 

円
 

3
4
3
,
6
0
0
 

円
 

3
8
9
,
0
0
0
 

 
 

 
備

考
 

こ
の

表
は

、
病

院
、

診
療

所
、

保
健

所
等

に
勤

務
す

る
保

健
師

、
助

産
師

、
看

護
師

、
准

看
護

師
そ

の
他

の
職

員
に

適
用

す
る

。
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

第
1
1
条

の
４

 
栃

木
県

の
区

域
若

し
く

は
第

1
1
条

の
２

第
１

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
支

給
地

域
等

」
と

い

う
。

）
に

在
勤

す
る

職
員

が
そ

の
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
又

は
こ

れ
ら

の
職

員
の

在
勤

す
る

事
務

所
が

移
転

し
た

場
合

（
こ

れ
ら

の
職

員
が

当
該

異
動

又
は

移
転

の
日

の
前

日
に

在
勤

し
て

い
た

地
域

又
は

事
務

所
に

引
き

続
き

６
箇

月
を

超
え

て
在

勤
し

て
い

た
場

合
そ

の
他

当
該

場
合

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

異
動

若
し

く
は

移
転

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
異

動

等
」

と
い

う
。

）
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
後

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
が

当
該

異
動

等
の

日
の

前
日

に
在

勤
し

て
い

た
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

い
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合
に

は
、

当
該

支
給

割
合

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
前

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
、

又
は

当
該

異
動

等
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

が
支

給
地

域
等

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
異

動
等

の
円

滑
を

図
る

た
め

、
当

該
職

員
に

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

異
動

等
に

係
る

こ
の

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

以
上

の
支

給
割

合
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

期
間

を
除

き
、

前
２

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

３
年

以
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
の

間
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

保
障

期
間

」
と

い
う

。
）

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
に

お
い

て
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
が

異
動

等
後

の
支

給
割

合
（

第
1
1
条

の
２

第
３

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
級

地
の

変
更

等
に

よ

り
、

異
動

等
後

の
支

給
割

合
が

当
該

異
動

等
の

後
に

変
更

さ
れ

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

当
該

変
更

後
の

異
動

等
後

の
支

給
割

合
）

以
下

と
な

る
と

き
は

、
そ

の
以

下
と

第
1
1
条

の
４

 
栃

木
県

の
区

域
若

し
く

は
第

1
1
条

の
２

第
１

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
支

給
地

域
等

」
と

い

う
。

）
に

在
勤

す
る

職
員

が
そ

の
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
又

は
こ

れ
ら

の
職

員
の

在
勤

す
る

事
務

所
が

移
転

し
た

場
合

（
こ

れ
ら

の
職

員
が

当
該

異
動

又
は

移
転

の
日

の
前

日
に

在
勤

し
て

い
た

地
域

又
は

事
務

所
に

引
き

続
き

６
箇

月
を

超
え

て
在

勤
し

て
い

た
場

合
そ

の
他

当
該

場
合

と
の

権
衡

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

異
動

若
し

く
は

移
転

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
異

動

等
」

と
い

う
。

）
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
後

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
が

当
該

異
動

等
の

日
の

前
日

に
在

勤
し

て
い

た
地

域
若

し
く

は
事

務
所

に
係

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

（
同

条
第

２
項

に
定

め
る

割
合

を
い

い
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合
に

は
、

当
該

支
給

割
合

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

等
前

の
支

給
割

合
」

と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
、

又
は

当
該

異
動

等
の

直
後

に
在

勤
す

る
地

域
若

し
く

は
事

務
所

が
支

給
地

域
等

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
異

動
等

の
円

滑
を

図
る

た
め

、
当

該
職

員
に

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

異
動

等
に

係
る

こ
の

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
の

支
給

割
合

以
上

の
支

給
割

合
に

よ
る

地
域

手
当

を
支

給
さ

れ
る

期
間

を
除

き
、

前
２

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

３
年

以
内

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
の

間
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

異
動

保
障

期
間

」
と

い
う

。
）

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
に

お
い

て
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
が

異
動

等
後

の
支

給
割

合
（

第
1
1
条

の
２

第
３

項
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
級

地
の

変
更

 
に

よ

り
、

異
動

等
後

の
支

給
割

合
が

当
該

異
動

等
の

後
に

変
更

さ
れ

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

当
該

変
更

後
の

異
動

等
後

の
支

給
割

合
）

以
下

と
な

る
と

き
は

、
そ

の
以

下
と

 

 

な
る

日
の

前
日

ま
で

の
間

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
給

料
、

給
料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

月
額

の
地

域
手

当
を

支
給

す

る
。

た
だ

し
、

当
該

職
員

が
異

動
保

障
期

間
内

に
更

に
在

勤
す

る
地

域
又

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
そ

の
他

人
事

委
員

会
の

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
職

員
に

対
す

る
地

域
手

当
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

人
事

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
a
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

同
日

以
後

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
 

異
動

等

前
の

支
給

割
合

（
異

動
等

前
の

支
給

割
合

が
当

該
異

動
等

の
後

に
第

1
1
条

の
２

第

３
項

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

級
地

の
変

更
等

に
よ

り
当

該
異

動
等

の
日

の

前
日

の
異

動
等

前
の

支
給

割
合

を
超

え
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

異
動

等
の

日

の
前

日
の

異
動

等
前

の
支

給
割

合
。

次
号

及
び

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

6
6
,
4
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
自

動
車

等
の

使
用

距
離

の
区

分

に
応

じ
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

        

な
る

日
の

前
日

ま
で

の
間

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
給

料
、

給
料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

月
額

の
地

域
手

当
を

支
給

す

る
。

た
だ

し
、

当
該

職
員

が
異

動
保

障
期

間
内

に
更

に
在

勤
す

る
地

域
又

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
そ

の
他

人
事

委
員

会
の

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
職

員
に

対
す

る
地

域
手

当
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

人
事

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
a
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

同
日

以
後

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
 

異
動

等

前
の

支
給

割
合

（
異

動
等

前
の

支
給

割
合

が
当

該
異

動
等

の
後

に
第

1
1
条

の
２

第

３
項

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

級
地

の
変

更
 

に
よ

り
当

該
異

動
等

の
日

の

前
日

の
異

動
等

前
の

支
給

割
合

を
超

え
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

異
動

等
の

日

の
前

日
の

異
動

等
前

の
支

給
割

合
。

次
号

及
び

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

 
 

ア
 

自
動

車
等

の
使

用
距

離
（

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
「

使
用

距
離

」
と

い

う
。

）
が

片
道

４
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職
員

 
2
,
0
0
0
円

 

イ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

4
,
2
0
0
円

 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

7
,
3
0
0
円

 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
0
,
4
0
0
円
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な
る

日
の

前
日

ま
で

の
間

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
給

料
、

給
料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

月
額

の
地

域
手

当
を

支
給

す

る
。

た
だ

し
、

当
該

職
員

が
異

動
保

障
期

間
内

に
更

に
在

勤
す

る
地

域
又

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
そ

の
他

人
事

委
員

会
の

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
職

員
に

対
す

る
地

域
手

当
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

人
事

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
a
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

同
日

以
後

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
 

異
動

等

前
の

支
給

割
合

（
異

動
等

前
の

支
給

割
合

が
当

該
異

動
等

の
後

に
第

1
1
条

の
２

第

３
項

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

級
地

の
変

更
等

に
よ

り
当

該
異

動
等

の
日

の

前
日

の
異

動
等

前
の

支
給

割
合

を
超

え
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

異
動

等
の

日

の
前

日
の

異
動

等
前

の
支

給
割

合
。

次
号

及
び

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

6
6
,
4
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
自

動
車

等
の

使
用

距
離

の
区

分

に
応

じ
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

        

な
る

日
の

前
日

ま
で

の
間

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
給

料
、

給
料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

月
額

の
地

域
手

当
を

支
給

す

る
。

た
だ

し
、

当
該

職
員

が
異

動
保

障
期

間
内

に
更

に
在

勤
す

る
地

域
又

は
事

務
所

を
異

に
し

て
異

動
し

た
場

合
そ

の
他

人
事

委
員

会
の

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
職

員
に

対
す

る
地

域
手

当
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

人
事

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
a
当

該
異

動
等

の
日

か
ら

同
日

以
後

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
 

異
動

等

前
の

支
給

割
合

（
異

動
等

前
の

支
給

割
合

が
当

該
異

動
等

の
後

に
第

1
1
条

の
２

第

３
項

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

級
地

の
変

更
 

に
よ

り
当

該
異

動
等

の
日

の

前
日

の
異

動
等

前
の

支
給

割
合

を
超

え
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

異
動

等
の

日

の
前

日
の

異
動

等
前

の
支

給
割

合
。

次
号

及
び

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
通

勤
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

 
次

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支

給
単

位

期
間

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

定
め

る
額

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の

う
ち

、
支

給
単

位
期

間
当

た
り

の
通

勤
回

数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

減
じ

た
額

）
 

 
 

ア
 

自
動

車
等

の
使

用
距

離
（

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
「

使
用

距
離

」
と

い

う
。

）
が

片
道

４
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職
員

 
2
,
0
0
0
円

 

イ
 

使
用

距
離

が
片

道
４

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

4
,
2
0
0
円

 

ウ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

7
,
3
0
0
円

 

エ
 

使
用

距
離

が
片

道
1
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
0
,
4
0
0
円

 

 

 

                

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

５
 

略
 

６
 

通
勤

手
当

は
、

支
給

単
位

期
間

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

通
勤

手
当

に
あ

っ

て
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

）
に

係
る

最
初

の
月

（
当

該
月

に
通

勤
手

当
を

支
給

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
翌

月
）

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

日
に

支
給

す
る

。
 

７
～

９
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
（

人
事

委
員

会
規

則

で
定

め
る

管
理

又
は

監
督

の
地

位
に

あ
る

職
員

（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て

「
特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
6
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
3
,
5
0
0
円

 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
6
,
6
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
9
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
2
,
8
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
5
,
9
0
0
円

 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
1
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
2
,
3
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
5
,
5
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
8
,
7
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

５
 

略
 

６
 

通
勤

手
当

は
、

支
給

単
位

期
間

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

通
勤

手
当

に
あ

っ

て
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

）
に

係
る

最
初

の
月

（
当

該
月

に
通

勤
手

当
を

支
給

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
翌

月
）

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

日
に

支
給

す
る

。
 

７
～

９
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
（

人
事

委
員

会
規

則

で
定

め
る

管
理

又
は

監
督

の
地

位
に

あ
る

職
員

（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て

「
特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

略
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(
3
)
 
略

 

３
～

５
 

略
 

６
 

通
勤

手
当

は
、

支
給

単
位

期
間

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

通
勤

手
当

に
あ

っ

て
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

）
に

係
る

最
初

の
月

（
当

該
月

に
通

勤
手

当
を

支
給

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
翌

月
）

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

日
に

支
給

す
る

。
 

７
～

９
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
（

人
事

委
員

会
規

則

で
定

め
る

管
理

又
は

監
督

の
地

位
に

あ
る

職
員

（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て

「
特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
6
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

オ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
3
,
5
0
0
円

 

カ
 

使
用

距
離

が
片

道
2
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
6
,
6
0
0
円

 

キ
 

使
用

距
離

が
片

道
3
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

1
9
,
7
0
0
円

 

ク
 

使
用

距
離

が
片

道
3
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
2
,
8
0
0
円

 

ケ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
5
,
9
0
0
円

 

コ
 

使
用

距
離

が
片

道
4
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

2
9
,
1
0
0
円

 

サ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
2
,
3
0
0
円

 

シ
 

使
用

距
離

が
片

道
5
4
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

職

員
 

3
5
,
5
0
0
円

 

ス
 

使
用

距
離

が
片

道
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

職
員

 
3
8
,
7
0
0
円

 

 
(
3
)
 
略

 

３
～

５
 

略
 

６
 

通
勤

手
当

は
、

支
給

単
位

期
間

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

通
勤

手
当

に
あ

っ

て
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

期
間

）
に

係
る

最
初

の
月

（
当

該
月

に
通

勤
手

当
を

支
給

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

と
し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
翌

月
）

の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

日
に

支
給

す
る

。
 

７
～

９
 

略
 

 

（
期

末
手

当
）

 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
（

人
事

委
員

会
規

則

で
定

め
る

管
理

又
は

監
督

の
地

位
に

あ
る

職
員

（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い

て

「
特

定
幹

部
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 

 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
1
.
2
5
」

と
、

「
1
0
0
分

の

1
0
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
1
.
2
5
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

略
 

 

（
勤

勉
手

当
）

 

第
2
0
条

の
４

 
略

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

ご
と

の
総

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？

当
該

職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
6
.
2
5
（

特
定

幹
部

職

員
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

(
2
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
5
1
.
2
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
6
1
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

３
～

５
 

略
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
2
.
5
a
」

と
、

「
1
0
0
分

の

1
0
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
2
.
5
a
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

略
 

 

（
勤

勉
手

当
）

 

第
2
0
条

の
４

 
略

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

ご
と

の
総

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？

当
該

職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
a
（

特
定

幹
部

職

員
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

(
2
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
5
2
.
5
a
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
6
2
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

３
～

５
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

（
通

勤
手

当
の

特
例

）
 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
 

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

（
通

勤
手

当
の

特
例

）
 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
６

年
栃

木
県

条

例
第

4
9
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
 

（
以

下
「

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い
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（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
1
.
2
5
」

と
、

「
1
0
0
分

の

1
0
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
1
.
2
5
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

略
 

 

（
勤

勉
手

当
）

 

第
2
0
条

の
４

 
略

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

ご
と

の
総

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？

当
該

職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
6
.
2
5
（

特
定

幹
部

職

員
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

(
2
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
5
1
.
2
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
6
1
.
2
5
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

３
～

５
 

略
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
2
.
5
a
」

と
、

「
1
0
0
分

の

1
0
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
2
.
5
a
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

略
 

 

（
勤

勉
手

当
）

 

第
2
0
条

の
４

 
略

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

ご
と

の
総

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？

当
該

職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に

対
す

る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
a
（

特
定

幹
部

職

員
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

(
2
)
?
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
5
2
.
5
a
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
6
2
.
5
a
）

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

３
～

５
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

（
通

勤
手

当
の

特
例

）
 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
 

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

（
通

勤
手

当
の

特
例

）
 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
６

年
栃

木
県

条

例
第

4
9
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
 

（
以

下
「

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

 

 

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

に
係

る
片

道
の

通
勤

距
離

及
び

そ
れ

に
応

ず
る

加
算

額
は

、
四

輪
の

自
動

車
を

使
用

す
る

区
間

ご
と

に
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

に
係

る
片

道
の

通
勤

距
離

及
び

そ
れ

に
応

ず
る

加
算

額
は

、
四

輪
の

自
動

車
を

使
用

す
る

区
間

ご
と

に
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

９
 

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
６

年
改

正
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又
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う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

に
係

る
片

道
の

通
勤

距
離

及
び

そ
れ

に
応

ず
る

加
算

額
は

、
四

輪
の

自
動

車
を

使
用

す
る

区
間

ご
と

に
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

に
係

る
片

道
の

通
勤

距
離

及
び

そ
れ

に
応

ず
る

加
算

額
は

、
四

輪
の

自
動

車
を

使
用

す
る

区
間

ご
と

に
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

９
 

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
６

年
改

正
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

６
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

 

  
 

 
附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
３

 

片
 

 
道

 
 

の
 

 
通

 
 

勤
 

 
距

 
 

離
 

加
 

 
 

算
 

 
 

額
 

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

 
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
 

６
 

８
 

1
,
3
2
0
円

 

８
 

1
0
 

2
,
9
0
0
 

 

1
0
 

1
2
 

1
,
3
8
0
 

 

1
2
 

1
4
 

2
,
9
6
0
 

 

1
4
 

1
6
 

1
,
4
3
0
 

 

1
6
 

1
8
 

3
,
0
1
0
 

 

1
8
 

2
0
 

4
,
5
9
0
 

 

2
0
 

2
2
 

3
,
0
7
0
 

 

2
2
 

2
4
 

4
,
6
4
0
 

 

2
4
 

2
6
 

3
,
1
2
0
 

 

2
6
 

2
8
 

4
,
7
0
0
 

 

2
8
 

3
0
 

6
,
2
8
0
 

 

3
0
 

3
2
 

4
,
7
5
0
 

 

3
2
 

3
4
 

6
,
3
3
0
 

 

3
4
 

3
6
 

4
,
8
1
0
 

 

3
6
 

3
8
 

6
,
3
9
0
 

 

3
8
 

4
0
 

7
,
9
7
0
 

 

4
0
 

4
2
 

6
,
4
4
0
 

 

4
2
 

4
4
 

8
,
0
2
0
 

 

4
4
 

4
6
 

6
,
4
0
0
 

 

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
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附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
３

 

片
 

 
道

 
 

の
 

 
通

 
 

勤
 

 
距

 
 

離
 

加
 

 
 

算
 

 
 

額
 

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

 
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
 

６
 

８
 

1
,
3
2
0
円

 

８
 

1
0
 

2
,
9
0
0
 

 

1
0
 

1
2
 

1
,
3
8
0
 

 

1
2
 

1
4
 

2
,
9
6
0
 

 

1
4
 

1
6
 

1
,
4
3
0
 

 

1
6
 

1
8
 

3
,
0
1
0
 

 

1
8
 

2
0
 

4
,
5
9
0
 

 

2
0
 

2
2
 

3
,
0
7
0
 

 

2
2
 

2
4
 

4
,
6
4
0
 

 

2
4
 

2
6
 

3
,
1
2
0
 

 

2
6
 

2
8
 

4
,
7
0
0
 

 

2
8
 

3
0
 

6
,
2
8
0
 

 

3
0
 

3
2
 

4
,
7
5
0
 

 

3
2
 

3
4
 

6
,
3
3
0
 

 

3
4
 

3
6
 

4
,
8
1
0
 

 

3
6
 

3
8
 

6
,
3
9
0
 

 

3
8
 

4
0
 

7
,
9
7
0
 

 

4
0
 

4
2
 

6
,
4
4
0
 

 

4
2
 

4
4
 

8
,
0
2
0
 

 

4
4
 

4
6
 

6
,
4
0
0
 

 

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

 

 

4
6
 

4
8
 

7
,
9
8
0
 

 

4
8
 

5
0
 

9
,
5
5
0
 

 

5
0
 

5
2
 

7
,
9
3
0
 

 

5
2
 

5
4
 

9
,
5
1
0
 

 

5
4
 

5
6
 

7
,
8
9
0
 

 

5
6
 

5
8
 

9
,
4
7
0
 

 

5
8
 

6
0
 

1
1
,
0
4
0
 

 

6
0
 

6
2
 

9
,
4
2
0
 

 

6
2
 

6
4
 

1
1
,
0
0
0
 

 

6
4
 

6
6
 

1
2
,
5
8
0
 

 

6
6
 

6
8
 

1
4
,
1
5
0
 

 

6
8
 

7
0
 

1
5
,
7
3
0
 

 

7
0
 

7
2
 

1
7
,
3
1
0
 

 

7
2
 

7
4
 

1
8
,
8
9
0
 

 

7
4
 

7
6
 

2
0
,
4
6
0
 

 

7
6
 

7
8
 

2
2
,
0
4
0
 

 

7
8
 

8
0
 

2
3
,
6
2
0
 

 

8
0
 

 
2
5
,
2
0
0
 

 

第
４

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
３

 

片
 

 
道

 
 

の
 

 
通

 
 

勤
 

 
距

 
 

離
 

加
 

 
 

算
 

 
 

額
 

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

 
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
 

６
 

８
 

1
,
4
8
0
円

 

８
 

1
0
 

3
,
1
0
0
 

 

1
0
 

1
2
 

1
,
6
2
0
 

 

1
2
 

1
4
 

3
,
2
4
0
 

 

1
4
 

1
6
 

1
,
7
6
0
 

 

1
6
 

1
8
 

3
,
3
8
0
 

 

1
8
 

2
0
 

5
,
0
0
0
 

 

2
0
 

2
2
 

3
,
5
3
0
 

 

2
2
 

2
4
 

5
,
1
5
0
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4
6
 

4
8
 

7
,
9
8
0
 

 

4
8
 

5
0
 

9
,
5
5
0
 

 

5
0
 

5
2
 

7
,
9
3
0
 

 

5
2
 

5
4
 

9
,
5
1
0
 

 

5
4
 

5
6
 

7
,
8
9
0
 

 

5
6
 

5
8
 

9
,
4
7
0
 

 

5
8
 

6
0
 

1
1
,
0
4
0
 

 

6
0
 

6
2
 

9
,
4
2
0
 

 

6
2
 

6
4
 

1
1
,
0
0
0
 

 

6
4
 

6
6
 

1
2
,
5
8
0
 

 

6
6
 

6
8
 

1
4
,
1
5
0
 

 

6
8
 

7
0
 

1
5
,
7
3
0
 

 

7
0
 

7
2
 

1
7
,
3
1
0
 

 

7
2
 

7
4
 

1
8
,
8
9
0
 

 

7
4
 

7
6
 

2
0
,
4
6
0
 

 

7
6
 

7
8
 

2
2
,
0
4
0
 

 

7
8
 

8
0
 

2
3
,
6
2
0
 

 

8
0
 

 
2
5
,
2
0
0
 

 

第
４

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
３

 

片
 

 
道

 
 

の
 

 
通

 
 

勤
 

 
距

 
 

離
 

加
 

 
 

算
 

 
 

額
 

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

 
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
 

６
 

８
 

1
,
4
8
0
円

 

８
 

1
0
 

3
,
1
0
0
 

 

1
0
 

1
2
 

1
,
6
2
0
 

 

1
2
 

1
4
 

3
,
2
4
0
 

 

1
4
 

1
6
 

1
,
7
6
0
 

 

1
6
 

1
8
 

3
,
3
8
0
 

 

1
8
 

2
0
 

5
,
0
0
0
 

 

2
0
 

2
2
 

3
,
5
3
0
 

 

2
2
 

2
4
 

5
,
1
5
0
 

 

 

 

2
4
 

2
6
 

3
,
6
7
0
 

 

2
6
 

2
8
 

5
,
2
9
0
 

 

2
8
 

3
0
 

6
,
9
1
0
 

 

3
0
 

3
2
 

5
,
4
3
0
 

 

3
2
 

3
4
 

7
,
0
6
0
 

 

3
4
 

3
6
 

5
,
5
8
0
 

 

3
6
 

3
8
 

7
,
2
0
0
 

 

3
8
 

4
0
 

8
,
8
2
0
 

 

4
0
 

4
2
 

7
,
3
4
0
 

 

4
2
 

4
4
 

8
,
9
6
0
 

 

4
4
 

4
6
 

7
,
3
8
0
 

 

4
6
 

4
8
 

9
,
0
1
0
 

 

4
8
 

5
0
 

1
0
,
6
3
0
 

 

5
0
 

5
2
 

9
,
0
5
0
 

 

5
2
 

5
4
 

1
0
,
6
7
0
 

 

5
4
 

5
6
 

9
,
0
9
0
 

 

5
6
 

5
8
 

1
0
,
7
1
0
 

 

5
8
 

6
0
 

1
2
,
3
4
0
 

 

6
0
 

6
2
 

1
0
,
7
6
0
 

 

6
2
 

6
4
 

1
2
,
3
8
0
 

 

6
4
 

6
6
 

1
4
,
0
0
0
 

 

6
6
 

6
8
 

1
5
,
6
2
0
 

 

6
8
 

7
0
 

1
7
,
2
4
0
 

 

7
0
 

7
2
 

1
8
,
8
6
0
 

 

7
2
 

7
4
 

2
0
,
4
9
0
 

 

7
4
 

7
6
 

2
2
,
1
1
0
 

 

7
6
 

7
8
 

2
3
,
7
3
0
 

 

7
8
 

8
0
 

2
5
,
3
5
0
 

 

8
0
 

 
2
6
,
9
7
0
 

 

第
５

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。
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2
4
 

2
6
 

3
,
6
7
0
 

 

2
6
 

2
8
 

5
,
2
9
0
 

 

2
8
 

3
0
 

6
,
9
1
0
 

 

3
0
 

3
2
 

5
,
4
3
0
 

 

3
2
 

3
4
 

7
,
0
6
0
 

 

3
4
 

3
6
 

5
,
5
8
0
 

 

3
6
 

3
8
 

7
,
2
0
0
 

 

3
8
 

4
0
 

8
,
8
2
0
 

 

4
0
 

4
2
 

7
,
3
4
0
 

 

4
2
 

4
4
 

8
,
9
6
0
 

 

4
4
 

4
6
 

7
,
3
8
0
 

 

4
6
 

4
8
 

9
,
0
1
0
 

 

4
8
 

5
0
 

1
0
,
6
3
0
 

 

5
0
 

5
2
 

9
,
0
5
0
 

 

5
2
 

5
4
 

1
0
,
6
7
0
 

 

5
4
 

5
6
 

9
,
0
9
0
 

 

5
6
 

5
8
 

1
0
,
7
1
0
 

 

5
8
 

6
0
 

1
2
,
3
4
0
 

 

6
0
 

6
2
 

1
0
,
7
6
0
 

 

6
2
 

6
4
 

1
2
,
3
8
0
 

 

6
4
 

6
6
 

1
4
,
0
0
0
 

 

6
6
 

6
8
 

1
5
,
6
2
0
 

 

6
8
 

7
0
 

1
7
,
2
4
0
 

 

7
0
 

7
2
 

1
8
,
8
6
0
 

 

7
2
 

7
4
 

2
0
,
4
9
0
 

 

7
4
 

7
6
 

2
2
,
1
1
0
 

 

7
6
 

7
8
 

2
3
,
7
3
0
 

 

7
8
 

8
0
 

2
5
,
3
5
0
 

 

8
0
 

 
2
6
,
9
7
0
 

 

第
５

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

 
（

通
勤

手
当

の
特

例
）

 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
7
,
2
7
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
四

輪
の

自
動

車
の

使
用

距
離

の
区

分
に

応
じ

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

額
を

加
算

し
た

額
と

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
に

係
る
片

道
の

通

勤
距

離
及

び
そ

れ
に

応
ず

る
加

算
額

は
、

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
区

間
ご

と
に

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

 
（

通
勤

手
当

の
特

例
）

 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

額
を

加
算

し
た

額
と

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
に

係
る

片
道

の
通

勤
距

離
及

び
そ

れ
に

応
ず

る
加

算
額

は
、

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
区

間
ご

と
に

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額
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改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

 
（

通
勤

手
当

の
特

例
）

 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
7
,
2
7
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
四

輪
の

自
動

車
の

使
用

距
離

の
区

分
に

応
じ

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

額
を

加
算

し
た

額
と

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
に

係
る
片

道
の

通

勤
距

離
及

び
そ

れ
に

応
ず

る
加

算
額

は
、

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
区

間
ご

と
に

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

附
 

則
 

１
～

７
 

略
 

 
（

通
勤

手
当

の
特

例
）

 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
７

年
栃

木
県

条

例
第

4
5
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
2
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
当

分
の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
額

に
、

そ
の

者
の

片
道

の
通

勤
距

離
に

応
ず

る
附

則
別

表
第

３
の

加
算

額
の

欄
の

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

額
を

加
算

し
た

額
と

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
に

係
る

片
道

の
通

勤
距

離
及

び
そ

れ
に

応
ず

る
加

算
額

は
、

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
区

間
ご

と
に

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

３

号
に

掲
げ

る
職

員
で

有
料

の
駐

車
場

（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

併
せ

て
利

用
し

て
い

る
も

の
（

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
を

除

く
。

）
に

対
し

て
支

給
す

る
通

勤
手

当
の

額
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
通

勤
手

当
の

額
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

（
そ

の
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

3
,
0
0
0
円

）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

1
0
 

略
 

1
1
 

運
賃

等
相

当
額

（
令

和
７

年
改

正
条

例
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

条
例

第

1
2
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
運

賃
等

相
当

額
を

い
う

。
）

を
そ

の
支

給
単

位
期

間
（

同
条

第
８

項
に

規
定

す
る

支
給

単
位

期
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

交
通

機
関

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

、
同

条
第

２
項

第
２

号
に

定
め

る
額

及
び

特
別

料
金

等
相

当
額

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

料
金

等
相

当
額

を
い

う
。

）
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
新

幹
線

鉄
道

等
（

同
項

に
規

定
す

る
新

幹
線

鉄
道

等
を

い
う

。
）

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

の
合

計
額

と
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
加

算
す

る
額

 

  
 

 
附

則
別

表
第

２
及

び
附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
２

及
び

附
則

別
表

第
３

 
削

除
 

 
 

（
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
６

条
 

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い
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附

則
別

表
第

２
及

び
附

則
別

表
第

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
 

附
則

別
表

第
２

及
び

附
則

別
表

第
３

 
削

除
 

 
 

（
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
６

条
 

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

と
の

合
計

額
が

1
5
万

円
を

超
え

る
職

員
の

通
勤

手
当

の
額

は
、

同
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

及
び

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
万

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

1
2
 

令
和

７
年

改
正

条
例

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員

の
う

ち
割

り
振

ら
れ

た
正

規
の

勤
務

時
間

（
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
を

い
う

。
）

が
深

夜
若

し
く

は
早

朝
に

及
ぶ

等
公

務
上

の
都

合
に

よ
り

月
の

う
ち

一
定

の
日

数
を

交
通

機
関

に
代

え
て

四
輪

の
自

動
車

を
通

勤
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
正

当
な

事
由

が
あ

る
職

員
又

は
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
（

四
輪

の
自

動
車

を
使

用
す

る
者

に
限

る
。

）
の

う
ち

公
務

の
運

営
上

の
事

情
に

よ
り

特
別

の
形

態
に

よ
っ

て
勤

務
す

る
必

要
の

あ
る

こ
と

に
よ

り
１

月
当

た
り

の
通

勤
所

要
回

数
が

多
い

職
員

で
、

人
事

委
員

会
の

承
認

を
得

て
定

め
る

も
の

に
対

し
て

支
給

す
る

通
勤

手
当

の
額

は
、

当
分

の

間
、

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
附

則
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

額
を

基
準

と
し

て
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

定
め

る
額

と
す

る
。

 

1
3
・

1
4
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

 

 

 
別

表
第

１
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

別
表

第
１

（
第

７
条

関
係

）
 

 
特

定
任

期
付

職
員

給
料

表
 

号
 

給
 

給
料

月
額

 

 
0
0
0
0
0
円

 

１
 

4
0
5
,
0
0
0
 

２
 

4
5
5
,
0
0
0
 

３
 

5
0
8
,
0
0
0
 

４
 

5
7
4
,
0
0
0
 

５
 

6
5
5
,
0
0
0
 

６
 

7
6
5
,
0
0
0
 

７
 

8
9
3
,
0
0
0
 

第
７

条
 

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

う
。

）
第

７
条

の
規

定
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
及

び
任

期
付

職
員

条
例

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
9
7
.
5
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

の
４

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
9
0
a
a
」

と
す

る
。

 

３
 

略
 

 第
1
0
条

 
職

員
の

給
与

条
例

第
９

条
の

３
、

第
1
0
条

あ
あ

あ
、

第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1

条
の

５
ま

で
、

第
1
3
条

の
２

、
第

1
3
条

の
３

及
び

第
2
1
条

の
規

定
並

び
に

学
校

職
員

給
与

条
例

第
８

条
の

３
、

第
９

条
の

２
及

び
第

９
条

の
３

の
規

定
は

、
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
短

時
間

勤
務

職
員

（
以

下
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
適

用
し

な
い

。
 

２
・

３
 

略
 

う
。

）
第

７
条

の
規

定
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
及

び
任

期
付

職
員

条
例

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
5
a
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
9
5
a
a
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

の
４

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
5
a
a
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
8
7
.
5
」

と
す

る
。

 

３
 

略
  

第
1
0
条

 
職

員
の

給
与

条
例

第
９

条
の

３
か

ら
第

1
1
条

ま
で

、
第

1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1

条
の

５
ま

で
、

第
1
3
条

の
２

、
第

1
3
条

の
３

及
び

第
2
1
条

の
規

定
並

び
に

学
校

職
員

給
与

条
例

第
８

条
の

３
、

第
９

条
の

２
及

び
第

９
条

の
３

の
規

定
は

、
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
短

時
間

勤
務

職
員

（
以

下
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
適

用
し

な
い

。
 

２
・

３
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
 

（
職

員
の

給
与

条
例

の
適

用
除

外
等

）
 

第
９

条
 

略
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（
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
８

条
 

一
般

職
の

任
期

付
研

究
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

う
。

）
第

７
条

の
規

定
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
及

び
任

期
付

職
員

条
例

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
9
6
.
2
5
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

の
４

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
8
8
.
7
5
」

と
す

る
。

 

３
 

略
 

２
 

特
定

任
期

付
職

員
に

対
す

る
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

1
8
条

の
２

第

１
項

及
び

第
２

項
、

第
1
8
条

の
３

、
第

2
0
条

第
２

項
並

び
に

第
2
0
条

の
４

第
２

項

（
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
職

員
の

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中

「
こ

の
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

こ
の

条
例

及
び

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

。
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

う
。

）
第

７
条

の
規

定
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

第
９

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
職

に
あ

る
職

員
及

び
任

期
付

職
員

条
例

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
9
7
.
5
a
」

と
、

職
員

の
給

与
条

例
第

2
0
条

の
４

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
9
0
a
a
a
」

と
す

る
。

 

３
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
給

与
に

関
す

る
特

例
）

 

第
５

条
 

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（

以
下

「
第

１
号

任
期

付
研

究
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
次

の
給

料
表

を
適

用
す

る
。

 

号
給
 

給
料

月
額

 

 
円

 

１
 

4
2
8
,
0
0
0
 

２
 

4
9
1
,
0
0
0
 

３
 

5
5
6
,
0
0
0
 

４
 

6
4
2
,
0
0
0
 

５
 

7
4
6
,
0
0
0
 

６
 

8
5
1
,
0
0
0
 

 
 

２
 

第
３

条
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（

以
下

「
第

２

号
任

期
付

研
究

員
」

と
い

う
。

）
に

は
、

次
の

給
料

表
を

適
用

す
る

。
 

（
給

与
に

関
す

る
特

例
）

 

第
５

条
 

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（

以
下

「
第

１
号

任
期

付
研

究
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
次

の
給

料
表

を
適

用
す

る
。

 

号
給

 
給

料
月

額
 

 
円

 

１
 

4
1
4
,
0
0
0
 

２
 

4
7
5
,
0
0
0
 

３
 

5
3
8
,
0
0
0
 

４
 

6
2
1
,
0
0
0
 

５
 

7
2
2
,
0
0
0
 

６
 

8
2
4
,
0
0
0
 

 
 

２
 

第
３

条
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（

以
下

「
第

２

号
任

期
付

研
究

員
」

と
い

う
。

）
に

は
、

次
の

給
料

表
を

適
用

す
る

。
 

 

 

第
９

条
 

一
般

職
の

任
期

付
研

究
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

号
給
 

給
料

月
額

 

 
円

 

１
 

3
5
8
,
0
0
0
 

２
 

3
9
5
,
0
0
0
 

３
 

4
2
4
,
0
0
0
 

 
 

３
～

６
 

略
 

 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

。
以

下
「

給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

、
第

６
条

、
第

９
条

か
ら

第
1
0
条

ま
で

、
第

1
1
条

の

５
及

び
第

2
0
条

の
４

の
規

定
は

、
第

１
号

任
期

付
研

究
員

及
び

第
２

号
任

期
付

研
究

員
に

は
、

適
用

し
な

い
。

 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
」

と
す

る
。

 

号
給
 

給
料

月
額

 

 
円

 

１
 

3
4
6
,
0
0
0
 

２
 

3
8
2
,
0
0
0
 

３
 

4
1
0
,
0
0
0
 

 
 

３
～

６
 

略
 

 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

。
以

下
「

給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

、
第

６
条

、
第

９
条

か
ら

第
1
1
条

ま
で

、
第

1
1
条

の

５
及

び
第

2
0
条

の
４

の
規

定
は

、
第

１
号

任
期

付
研

究
員

及
び

第
２

号
任

期
付

研
究

員
に

は
、

適
用

し
な

い
。

 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
5
a
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」

と
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

略
 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

略
 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成
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第
９

条
 

一
般

職
の

任
期

付
研

究
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

号
給
 

給
料

月
額

 

 
円

 

１
 

3
5
8
,
0
0
0
 

２
 

3
9
5
,
0
0
0
 

３
 

4
2
4
,
0
0
0
 

 
 

３
～

６
 

略
 

 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

。
以

下
「

給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

、
第

６
条

、
第

９
条

か
ら

第
1
0
条

ま
で

、
第

1
1
条

の

５
及

び
第

2
0
条

の
４

の
規

定
は

、
第

１
号

任
期

付
研

究
員

及
び

第
２

号
任

期
付

研
究

員
に

は
、

適
用

し
な

い
。

 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
」

と
す

る
。

 

号
給
 

給
料

月
額

 

 
円

 

１
 

3
4
6
,
0
0
0
 

２
 

3
8
2
,
0
0
0
 

３
 

4
1
0
,
0
0
0
 

 
 

３
～

６
 

略
 

 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

。
以

下
「

給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

、
第

６
条

、
第

９
条

か
ら

第
1
1
条

ま
で

、
第

1
1
条

の

５
及

び
第

2
0
条

の
４

の
規

定
は

、
第

１
号

任
期

付
研

究
員

及
び

第
２

号
任

期
付

研
究

員
に

は
、

適
用

し
な

い
。

 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
5
a
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」

と
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

略
 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

（
給

与
条

例
の

適
用

除
外

等
）

 

第
６

条
 

略
 

２
 

第
１

号
任

期
付

研
究

員
及

び
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
対

す
る

給
与

条
例

第
３

条

第
１

項
、

第
1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

1
8
条

の
３

並
び

に
第

2
0
条

第
２

項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

給
与

条
例

第
３

条
第

１
項

中
「

こ
の

条
例

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
条

例
及

び
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

 

 

（
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
1
0
条

 
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

第
1
1
条

 
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
a
a
」

と
す

る
。

 

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
」

と
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得
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（
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
1
0
条

 
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

第
1
1
条

 
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
6
.
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
a
a
」

と
す

る
。

 

1
6
年

栃
木

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

任
期

付
研

究
員

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
の

規
定

」
と

、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
２

第
１

項
及

び
第

２
項

並
び

に
第

1
8
条

の
３

中

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

職
に

あ
る

職
員

及
び

任
期

付
研

究
員

条
例

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
」

と
、

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
中

「
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
a
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
」

と
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

（
期

末
手

当
）

 

第
４

条
 

略
 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

前
項

の
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
知

事
等

に

あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

）
に

お
い

て
知

事
等

が
受

け
る

べ
き

給
料

月
額

、
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

職
務

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

 

 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
1
2
条

 
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

６
年

栃
木

県
条

例
第

4
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
 

（
施

行
期

日
等

）
 

 
第

１
条

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
４

条
の

規
定

は
令

和
８

年
１

月
１

日
か

ら
、

第
２

条
、

第
５

条
、

第
７

条
、

第
９

条
、

第
1
1
条

及
び

第
1
2
条

 

並
び

に
附

則
第

５
条

の
規

定
は

同
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２

 
第

１
条

の
規

定
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

2
0
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

2
0
条

の
４

第
２

項
の

改
正

規
定

を
除

く
。

）
に

 

よ
る

改
正

後
の

給
与

条
例

の
規

定
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
規

定
、

第
６

条
の

規
定

（
一

般
職

の
任

期
付

 

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第

１
の

改
正

規
定

に
限

る
。

）
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
の

規
定

及
び

第
８

条
の

 

規
定

（
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
任

期
付

研
究

員
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

第
１

項
及

び
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

 

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
の

規
定

並
び

に
附

則
第

２
条

の
規

定
は

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

、
第

１
条

の
規

定
（

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

2
0
条

の
 

４
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

正
後

の
給

与
条

例
の

規
定

、
第

６
条

の
規

定
（

任
期

付
職

員
条

例
第

９
条

第
２

項
の

改
正

規
定

に
限

る
。

）
に

よ
る

改
正

後
の

 

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
5
a
a
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

（
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
６

条
 

切
替

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

の
月

額

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務
所

に
あ

っ
て

は
、

第
２

条
改

正
後

給
与

条
例

第
1
1
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

給
料

、
給

料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
栃

木
県

の
区

域
に

あ
っ

て
は

1
0
0
分

の
４

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務

所
に

あ
っ

て
は

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
手

当
の

級
地

の
区

分
に

応
じ

て
、

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

こ
の

項
前

段
の

地
域

手
当

の
級

地
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

。
 

２
 

略
 

附
 

則
 

（
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
６

条
 

切
替

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

の
月

額

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務
所

に
あ

っ
て

は
、

第
２

条
改

正
後

給
与

条
例

第
1
1
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

給
料

、
給

料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
栃

木
県

の
区

域
に

あ
っ

て
は

1
0
0
分

の
４

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務

所
に

あ
っ

て
は

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
手

当
の

級
地

の
区

分
に

応
じ

て
、

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

こ
の

項
前

段
の

地
域

手
当

の
級

地
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

。
 

２
 

略
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（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
1
2
条

 
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

６
年

栃
木

県
条

例
第

4
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
 

（
施

行
期

日
等

）
 

 
第

１
条

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
４

条
の

規
定

は
令

和
８

年
１

月
１

日
か

ら
、

第
２

条
、

第
５

条
、

第
７

条
、

第
９

条
、

第
1
1
条

及
び

第
1
2
条

 

並
び

に
附

則
第

５
条

の
規

定
は

同
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２

 
第

１
条

の
規

定
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

2
0
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

2
0
条

の
４

第
２

項
の

改
正

規
定

を
除

く
。

）
に

 

よ
る

改
正

後
の

給
与

条
例

の
規

定
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
規

定
、

第
６

条
の

規
定

（
一

般
職

の
任

期
付

 

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
以

下
「

任
期

付
職

員
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第

１
の

改
正

規
定

に
限

る
。

）
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
の

規
定

及
び

第
８

条
の

 

規
定

（
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
任

期
付

研
究

員
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

第
１

項
及

び
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

 

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
の

規
定

並
び

に
附

則
第

２
条

の
規

定
は

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

、
第

１
条

の
規

定
（

給
与

条
例

第
2
0
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

2
0
条

の
 

４
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

正
後

の
給

与
条

例
の

規
定

、
第

６
条

の
規

定
（

任
期

付
職

員
条

例
第

９
条

第
２

項
の

改
正

規
定

に
限

る
。

）
に

よ
る

改
正

後
の

 

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
5
a
a
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

た
額

の
合

計
額

に
1
0
0
分

の
1
7
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

れ
ら

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
？

略
 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

（
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
６

条
 

切
替

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

の
月

額

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務
所

に
あ

っ
て

は
、

第
２

条
改

正
後

給
与

条
例

第
1
1
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

給
料

、
給

料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
栃

木
県

の
区

域
に

あ
っ

て
は

1
0
0
分

の
４

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務

所
に

あ
っ

て
は

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
手

当
の

級
地

の
区

分
に

応
じ

て
、

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

こ
の

項
前

段
の

地
域

手
当

の
級

地
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

。
 

２
 

略
 

附
 

則
 

（
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
６

条
 

切
替

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

地
域

手
当

の
月

額

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務
所

に
あ

っ
て

は
、

第
２

条
改

正
後

給
与

条
例

第
1
1
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

給
料

、
給

料

の
特

別
調

整
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
の

合
計

額
に

、
栃

木
県

の
区

域
に

あ
っ

て
は

1
0
0
分

の
４

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
又

は
事

務

所
に

あ
っ

て
は

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
地

域
手

当
の

級
地

の
区

分
に

応
じ

て
、

1
0
0
分

の
2
0
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

こ
の

項
前

段
の

地
域

手
当

の
級

地
は

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

。
 

２
 

略
 

 

 

任
期

付
職

員
条

例
の

規
定

、
第

８
条

の
規

定
（

任
期

付
研

究
員

条
例

第
６

条
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
の

規
定

及
び

第
1
0
条

の
 

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
の

規
定

は
同

年
1
2
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 
 

（
特

地
勤

務
手

当
に

準
ず

る
手

当
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

 
第

２
条

 
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

給
与

条
例

（
以

下
「

改
正

後
の

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

第
1
3
条

の
３

第
２

項
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

２
日

か
ら

令
和

７
年

３
 

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
新

た
に

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

と
な

っ
て

給
与

条
例

第
1
3
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
地

事
務

所
又

は
給

与
条

例
第

1
3
条

の
３

第
１

項
に

規
定

 

す
る

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

職
員

（
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

3
0
号

）
附

則
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

 

暫
定

再
任

用
職

員
を

除
く

。
）

そ
の

他
当

該
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

も
適

用
す

る
。

 

（
給

与
の

内
払

）
 

第
３

条
 

改
正

後
の

給
与

条
例

、
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
、

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
又

は
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
 

条
例

の
規

定
を

適
用

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
給

与
条

例
、

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
任

期
付

職
員

条
例

、
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

 

改
正

前
の

任
期

付
研

究
員

条
例

又
は

第
1
0
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

知
事

等
の

給
与

及
び

旅
費

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

基
づ

い
て

支
給

さ
れ

た
給

与
は

、
そ

れ
ぞ

れ
改

正
 

後
の

給
与

条
例

、
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
、

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
又

は
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
条

例
の

規
定

 

に
よ

る
給

与
の

内
払

と
み

な
す

。
 

 
 

（
人

事
委

員
会

規
則

へ
の

委
任

）
 

第
４

条
 

前
２

条
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
５

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
附

則
第

1
0
項

か
ら

第
2
0
項

ま
で

の
規

定
は

、

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

1
2
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並

び
に

附
則

第
５

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

附
 

則
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
６

年
栃

木

県
条

例
第

4
9
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

新
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
附

則
第

1
0
項

か
ら

第
2
0
項

ま
で

の
規

定
は

、

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

新
給

与
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

1
2
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並

び
に

附
則

第
５

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。
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任
期

付
職

員
条

例
の

規
定

、
第

８
条

の
規

定
（

任
期

付
研

究
員

条
例

第
６

条
第

２
項

の
改

正
規

定
に

限
る

。
）

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
の

規
定

及
び

第
1
0
条

の
 

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
の

規
定

は
同

年
1
2
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 
 

（
特

地
勤

務
手

当
に

準
ず

る
手

当
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

 
第

２
条

 
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

給
与

条
例

（
以

下
「

改
正

後
の

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

第
1
3
条

の
３

第
２

項
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

２
日

か
ら

令
和

７
年

３
 

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
新

た
に

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

と
な

っ
て

給
与

条
例

第
1
3
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
地

事
務

所
又

は
給

与
条

例
第

1
3
条

の
３

第
１

項
に

規
定

 

す
る

準
特

地
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
っ

て
住

居
を

移
転

し
た

職
員

（
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

3
0
号

）
附

則
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

 

暫
定

再
任

用
職

員
を

除
く

。
）

そ
の

他
当

該
職

員
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

員
に

も
適

用
す

る
。

 

（
給

与
の

内
払

）
 

第
３

条
 

改
正

後
の

給
与

条
例

、
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
、

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
又

は
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
 

条
例

の
規

定
を

適
用

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
給

与
条

例
、

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
任

期
付

職
員

条
例

、
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

 

改
正

前
の

任
期

付
研

究
員

条
例

又
は

第
1
0
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

知
事

等
の

給
与

及
び

旅
費

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

基
づ

い
て

支
給

さ
れ

た
給

与
は
、

そ
れ

ぞ
れ

改
正

 

後
の

給
与

条
例

、
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

任
期

付
職

員
条

例
、

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
任

期
付

研
究

員
条

例
又

は
改

正
後

の
知

事
等

の
給

与
条

例
の

規
定

 

に
よ

る
給

与
の

内
払

と
み

な
す

。
 

 
 

（
人

事
委

員
会

規
則

へ
の

委
任

）
 

第
４

条
 

前
２

条
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
５

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

附
 

則
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
附

則
第

1
0
項

か
ら

第
2
0
項

ま
で

の
規

定
は

、

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

1
2
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並

び
に

附
則

第
５

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

附
 

則
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
６

年
栃

木

県
条

例
第

4
9
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例

（
以

下
「

新
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
附

則
第

1
0
項

か
ら

第
2
0
項

ま
で

の
規

定
は

、

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

新
給

与
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

1
2
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

並

び
に

附
則

第
５

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

 

 

（
人

事
課

）
 

 
 

   
 

６
 

暫
定

再
任

用
職

員
は

、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

と
み

な
し

て
、

職
員

の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
2
0
条

第
３

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

７
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

2
0
条

の
４

第
１

項
の

職
員

に
暫

定
再

任
用

職
員

が

含
ま

れ
る

場
合

に
お

け
る

勤
勉

手
当

の
額

の
同

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

の
算

定
に

係
る

同
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

第
１

号
中

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

）
附

則
第

４
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

又
は

第
６

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

（
次

号
に

お
い

て
「

暫
定

再
任

用
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、

同
項

第
２

号
中

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

及
び

暫
定

再
任

用
職

員
」

と
す

る
。

 

８
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

６
条

第
３

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

、
第

９
条

の
３

及

び
第

1
0
条

の
規

定
は

、
暫

定
再

任
用

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

９
 

略
 

６
 

暫
定

再
任

用
職

員
は

、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

と
み

な
し

て
、

新
給

与

条
例

あ
あ

あ
あ

あ
あ

第
2
0
条

第
３

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

７
 

新
給

与
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

2
0
条

の
４

第
１

項
の

職
員

に
暫

定
再

任
用

職
員

が

含
ま

れ
る

場
合

に
お

け
る

勤
勉

手
当

の
額

の
同

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

の
算

定
に

係
る

同
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

第
１

号
中

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

）
附

則
第

４
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

又
は

第
６

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

（
次

号
に

お
い

て
「

暫
定

再
任

用
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、

同
項

第
２

号
中

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

及
び

暫
定

再
任

用
職

員
」

と
す

る
。

 

８
 

新
給

与
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

６
条

第
３

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

、
第

９
条

の
３

及

び
第

1
0
条

の
規

定
は

、
暫

定
再

任
用

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

９
 

略
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0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃

木
県

条
例

第
4
6
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（

昭
和

3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

別
表

第
１

中
備

考
以

外
の

部
分

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

 

別
表

第
１

（
第

６
条

関
係

）
 

教
 

 
 

育
 

 
 

職
 

 
 

給
 

 
 

料
 

 
 

表
 

 
 

(
1
)
 

職
員

の
区

分
 

 
職

務
 

の
級

 

１
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行
期
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こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

附
則

第
５

項
の

規
定

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（
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下

「
改

正
後

の
条

例
」

と
い

う
。
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の

規
定
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か
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行
す

る
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た
だ
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則
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項
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規
定
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令
和

８
年
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月

１
日

か
ら

施
行

す
る
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条

例
に

よ
る

改
正

後
の
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木
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給
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条

例
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以
下
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改

正
後
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条

例
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改

正
後

の
条

例
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

規
定

に
基

づ
い

て
支

給
さ

れ
た

給
与

は
、

改
正

後

の
条

例
の

規
定

に
よ

る
給

与
の

内
払

と
み

な
す

。
 

 
 

（
教

育
委

員
会

規
則

へ
の

委
任

）
 

 
４

 
前

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

 
 

（
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
５

 
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
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学
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給
与

条
例

（
以

下

「
新

学
校

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

附
則

第
2
0
項

か
ら

第
2
7
項

ま
で

の
規

定
は

、
改

正
法

附
則

第
３

条
第

５
項

又
は

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
勤

務
し

て
い

る
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
 

６
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
第

７
条

第
３

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

及
び

第
８

条

の
３

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

は
、

暫
定

再
任

用
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

７
 

略
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（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給
与

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
３

条
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給
与

条
例

（
以

下

「
新

学
校

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

附
則

第
2
0
項

か
ら

第
2
7
項

ま
で

の
規

定
は

、
改

正
法

附
則

第
３

条
第

５
項

又
は

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
勤

務
し

て
い

る
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
 

６
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
第

７
条

第
３

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

及
び

第
８

条

の
３

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

は
、

暫
定

再
任

用
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

７
 

略
 

附
 

則
 

（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給
与

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

第
３

条
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給
与

条
例

（
以

下

「
新

学
校

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

附
則

第
2
0
項

か
ら

第
2
7
項

ま
で

の
規

定
は

、
改

正
法

附
則

第
３

条
第

５
項

又
は

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
勤

務
し

て
い

る
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

２
～

４
 

略
 

５
 

暫
定

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
と

み
な

し

て
、

新
学

校
給

与
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
 

６
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
第

７
条

第
３

項
、

第
４

項
、

第
６

項
及

び
第

８

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

並
び

に
第

８
条

の
３

並
び

に
新

学
校

給
与

条
例

第
７

条
第

５
項

及
び

第
７

項
の

規
定

は
、

暫
定

再
任

用
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

７
 

略
 

 

 


